
古ジャワ金言集 Slokantara 訳注研究（1)

安 藤 充

古ジャワ語文学の金言集 Slokantara の和訳を試みる 。 インドの古典サンスクリッ ト 文

化の影響を多分に受けて成立、展開した古ジャワ文学には、 サンスクリット語韻文の金

言が数多く伝承されている 。 それらは、『マハーバーラ タ』や『ラ ーマーヤナ」とい っ

た叙事詩、あるいは、マヌ法典などのヒンドゥ ー教の倫理法典類、『パンチャタントラ』

のような寓意的説話集などを通して古ジャワ世界に伝わったもので、それぞれの原典の

古ジャワ語翻訳 ・ 翻案の際に、 一部の詩句が原文のまま残されたり、あるいは散在する

金言を集成したものがジャワないしパリで編まれたりして、その写本が書き継がれ、現

在に至っている。

サンスクリットに由来する古ジャワ語金言集で最も古いとされるのは、

Sarasamuccaya で、 主にサンスクリッ ト の叙事詩『マハーバーラ タ』に取材した約300

の金言について、サンスクリッ ト の原文を一つずつ示し それに古ジャワ語の翻訳 ・ 解

説を加えるという体裁になっている lo

今回取り扱う Slokantara は、 Sarasamuccaya ほど大部ではないが、形式は同様で、 83

のサンスクリット詩節を、一つずつ、時として二つまとめて提示し、それに古ジャワ語

による説明を加えているという体裁である。成立年代は未だ明らかにされていないが、

引用されるサンスクリット語の転説の様相、用いられる古ジャワ語の語嚢からすると 、

Sarasamuccaya よりも大きく時代は下る と推測される。これについては、本書の訳出の

過程で、 気づいた点を注記しながら、新しい知見が加えられればと期すところである 。

今回の和訳にあたっては、唯一の校訂本である、 Sharada Rani (1957）を底本とした。

このテキストは、 Raghu Vira 所蔵本（パリ由来）、ライデン大学収蔵本（LOr 5047）、旧

王立ノてタビア文化科学協会（KGB） 収蔵本（KGB965/969）の全四写本をもとに校訂さ

れ、英訳と詳細な注記も加えられている。特にサンスクリット韻文の典拠に関しては、

古典インド文献から幅広く類例を示している 2 0 

このよ うに優れた先駆的研究がありながらも、その後 Slokantara 自体の研究はほとん

どされてきた跡はない。 Sharada Rani の研究成果の上に何かを加える余地がなかった 3
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ということかもしれないが、この 50年以上の聞に、インドにおける金言集の研究も、

古ジャワの語学文学研究もそれぞれ少なからず進展している。また、この間に、 Ludwik

Sternbach は古ジャワ金言集に収録されるサンスクリット韻文の典拠を網羅的に究明す

る一方、インドの金言を二十巻にまとめて出版する壮大な計画を展開し、これまで八巻、

14653 の金言を世に出している 4 0

本訳注研究では、 Sharada Rani の先駆的研究をたどりながら、それ以降のサンスクリッ

ト・古ジャワ語金言研究や語学的研究成果を取り入れることで、引用されるサンスクリッ

ト韻文の典拠や系統の解明や、古ジャワ語解説部分の解釈の修正、古ジャワ的展開の特

徴の解析など、いくつかの新たな知見を加えることができれば幸いである。さらには、

インド学、東南アジア学双方の研究者諸兄に、本テキストの内容を概観していただくこ

とで、インド側の典拠について、あるいは東南アジア世界での同類の金言集の伝播につ

いて、幅広くご教示いただければと願う次第である。

Slokantara 

（この著作が）芸無く進みますように。

「人間の中ではバラモンが、光熱の中では太陽が、体の中では頭が、徳目の中では真

実が、最上である。」 5

解説 6 ：人生における珠玉の事柄を知りたいと思う者は、この教えに耳を傾けるがよ

い。すなわち、バラモンほどの人間はいない。バラモンというのは、党行を成し遂げた

人のことである。（彼らには）三種ある。それは何かといえば、自党行者、斑党行者、

黒党行者 7 である。彼らは（総じて）バラモンと呼ばれ、（一般の）人々よりも優れて

いる。自党行者とは、幼少時以来、妻を要っていない人である。性欲がないわけでなく、

性的不能なわけでもない。高齢になった今なお、結婚を話題にすることは一度もない。

このような党行者が、自党行者と呼ばれる。斑党行者とは、一度は妻を安るが、二度は

しない人である。その女が亡くなって しまうようなことが起こっても、再婚はしない。

自分が死ぬときまで、結婚のことは一切口にしない。このような発行者が、斑党行者と

呼ばれる。黒党行者とは、最高四固まで結婚する人である。それを超えて妻を安るこ と

はない。この世で誰がそのような（人の）模範であるか、（といえばそれは）四人の后

を持つルドラ神である。その女神を挙げれば、ウマ一、ガンガー、ガウリー、ドゥルガー

である。これら女神は四姉妹である 。 （このルドラ神に）黒党行者が追従しているので
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ある 。 （というのも神は）妻と交合する時と場所をよく 心得ておられる。以上が、それ

ぞれの党行者の様相である 。

光熱について言えば、太陽ほどの光熱（を放つもの）はない。太陽はこの世の光熱の

最上である 。

身体の全部位について言えば、頭より優れたものはない。

同様に、徳目については、真実より優れたものはない。 真実はこの世の（徳目の）最

上である 。 8

2. 

「贈り物は、朔望日には十倍に、蝕のときには百倍に、乙女座にあるときには千倍に、

世界の終わりのときには無限になる 。 」 9

解説 ： 満月および新月の日 JO は、善き人が布施をする（のに適した）ときである。一

つの贈り物をすれば、神様 II が十お返しをして下さる 。 月蝕、日蝕の日 12 は、善き人が

布施をする（のに適した）ときである。一つの贈り物をすれば、神様が百お返しをして

下さる 。 （太陽が）乙女座にある日 1 3 は、善き人が布施をする（のに適した）ときである。

一つの贈り物をすれば、神様が千お返しをして下さる 。 今この世界の終末のとき（こそ）

善き人が布施を行うべきである 。一つの贈り物をすれば神様からのお返しは無限である。

（以上）最高の状態を得ようと欲する者は心すべきである。

3. 

「ノてラモンでない者への贈り物は等倍、バラモンの親類への贈り物は二倍、バラモン

への贈り物は千倍、ヴェーダ通のバラモンへの贈り物は無限。 」 14

解説：善き人は布施をする務めがある 。 普通の生まれで、バラモンでもなく、ノてラモ

ンの縁者でもなく、教師でもなく 、 苦行や誓戒を行うこともない者 l吋こ一つ布施をする

と、神様からのお返しは一つである 。 バラモンの縁者に善き人が布施をすると、 一つの

布施が二つになって返る 。 バラモンに善き人が布施をすると、一つの布施に対し神様が

千も返してくださる 。 ヴェーダ通のバラモンに善き人が布施をすると、一つの布施に神

様が返してくださるものは限りない。 ヴェーダ通のバラモンというのは、完全にヴェー

ダ聖典を理解しているバラモンである 1\

4. 

「たとえその贈り物が少しばかりであっても、信心をも っ てなされたものであれば、

大いなる果報を得ることになる 。 芽生えたイチジクの種のごとく 。 」 17

解説：善き人が布施をして、それがたとえ僅かばかりであったとしても、その贈り物

が贈られた相手の心に喜びを与え、それが贈り主の心の清らかさ、つまり 曇りのなさに
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よるのであれば、その贈り主は比類なきほど大きな果報を得ることになる。イチジクの

一つの種は、手をかけ世話を してやれば 18、やがて芽を出し、どんどん大きくなる。そ

して、下劣な人であれ中位の人であれ優れた人であれ、人々に求められるまま木陰を提

供する。これと同様に、布施は少量であっても清らかな心をもってすれば、神からの果

報は大きい。

5. 

「尽きることのない贈り物をしても、贈り主の怒りの気持ちが混じれば、積み上げた

草が火によって灰になること必定であるごとく、灰憧に帰す。」 19

解説：お布施をするとして、その賢者に対する贈り物たるや、限りないほどたくさん

で、お布施の対象は全ノてラモンに及び、ありとあらゆる宝物が贈られるとしても、その

お布施の行為に怒りの気持ち 20 が混じるとする。ここで怒りとは 腹立たしい思いが手

に負えないほどになり、激昂し、気分を害し、猛り狂うことである 21。（そのような気

持ちで）布施をするときには眉をひそめる（顔付きになる）。このような布施は福徳に

はならないと言われる。なぜならば、（自ら）贈った宝物に未練を頂いているからである。

その言いぐさたるや「ああ、この宝物（のお返し）はしばらくは私のもとに戻ってはこ

ない」と。このような布施は、破滅の布施22 と呼ばれる。このような布施をしても名声

は得られない。

これに相当するような布施とはどのようなものか（と言えば）、 山と積まれた干し草

に蛍の光ほどの火23 が落ちるようなものである。ついにはその干し草の山は燃えて、すっ

かり灰と化してしまう。同様に、山と積まれた布施も、蛍の光ほどの激昂により台無し

になる。

要するに、怒りの心24が混じれば、布施は無に帰す。それゆえ、福徳ある布施をしよ

うと思うならば、悪意25 が心に混ざらないようにしなければならない。

6. 

「百の井戸よりも一つの池の方が勝る。百の池よりも一度の供犠の方が勝る。百の供

犠よりも一人の息子の方が勝る。百人の息子よりも誠実の方が勝る。」 26

解説：百個の井戸を掘る人がいるが、それは池を一つ造る人の行為に敵わない。池を

造る人の方が優れている。百の池をつくる人がいるが、その結果は、供犠を一度行う人

には敵わない。供犠を行う人の方がはるかに優れている。供犠を百回行う人がいるが、

その結果は、出来の良い息子を一人だけ授かった人には敵わない。言わんとするところ

は、息子を授かるという果報のほうがより優れているということである。さらに、百人

の息子を得ても、それは誠実には敵わない。要するに、誠実な人の果報のほうが優れて

いるということである。それゆえ、善き人たるや、誓戒に対して不誠実であってならな
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いし、発言に対してもそうである。その行動に対しても同様であるヘ

7. 

「誠実より優れた美徳はない。 虚偽よりひどい罪悪はない。三界に美徳をあらしめる

べく、誠実を損なってはならない。」 28

解説 ： 誠実に勝る美徳はない。 ゆえに人間の誠実さを失ってはならない。

8. 

「動物に対する罪悪は十倍、人に対しては百倍、王に対しては一万倍、師匠や神に対

しては無限。」 29

解説 ： 動物に対して不誠実な 30人の罪は十年、人間に対して不誠実な人の罪は百年、

王に対して不誠実な人の罪は一万年、 師匠に不誠実な人、神々に不誠実な人の罪は無限

（の罰に当たる） 。 このように聖典は述べる 3 1 0 

9. 

「若さも美貌も常ならず。 山なす財も常ならず。愛しき人との交わりも常ならず。さ

らばこそ、徳行をなすべし。 」 32

解説 ： 若さや美貌はもともと長続きはしない。 山ほどの財宝も長くはもたない。さら

に、妻と寝食を共にするおことも永続はしない。それゆえ、徳ある行為のみをおこなう

べきである。生きとし生けるものを傷つけではならないヘ罪過を負うことがないよう

にと、法典と呼ばれるものの全容について師に教えを請うがよい。 これが人生の道筋で

ある。

10. 

「財は家で止まる。朋友や親類は墓地で止まる。善行であれ悪行であれ、（生前の行為

は）影のごとく付きまとう。」 35

解説：金や銀や宝石などの装飾など、あらゆる財宝も、死んでしまえば付いては来な

い。結局は家に残り、子や孫や曾孫に掠め取られる。その子や孫や（ほかの）子孫の心

が邪悪であれば、争いがおこる。殺したり殺されたりということすらあり得る。

子や親戚筋が付き従うのは墓場までである 。 墓場とは屍体を安置する場所である 360 

死の際に付いてくるのは善行と悪行だけである。命の終わるときにも付いてくるのであ

る。（生前の）行為が悪であれば地獄に落ちる。（生前の）行為が善であれば天界に赴く。

魂が赴く先に（行為が）伴っていくのである。魂が再生するとき、（生前の行為の）善

悪がついていく 。 それは寝ずの番のとき 37 と 呼ばれる 。 それゆえ、その教えをよく知る

方に尋ねるがよい。だからこそ、師の教えと呼ばれるものがあるのである 38。このよう
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に聖典は説いている。地獄から救い出し、しかるべく再生する（ことを教えるのである 。 ）

11-12. 

「子無し、不能、玉無し、軟弱、おとこ女、脱腸、こぶ、腫れ、唖、リューマチ、失禁、

兎唇、聾。 」

「癒摘、気狂い、癒、病い腹、片輪、び、っこ、背曲がり、盲、隻眼、イ朱儒、粘液質、

斜視。」 39

解説：子無しとは子供がいないこと 。 不能とは性的不能であることぺ玉無しとは去

勢者のこと 。 おとこ女は女であって女でない人のことへ脱腸とは脱腸に苦しむ人420 

こぶとは体に癌のある人。 腫れとは四肢に浮腫を患う人。 唖とは言葉が話せない人。

リューマチとはリューマチを患う人43。 失禁とは漏らしてしまう人。 兎唇とは唇が裂け

ている人。 聾とは耳が聴こえない人。癒痢とは癒痛を患う人。 気狂いとは精神の病いの

人。痛とはハンセン病の人。 病い腹とは腹の中のあらゆる病気を患う人44。 片輪とは（身

体に）機能不全をもっ人ぺび、つことは足が不自由な人。 背曲がりとは背骨が曲がった人。

盲とは（両方の）眼が見えない人。 隻眼とは片眼が見える人。 イ朱儒とは体が小さい人で、

腕もきわめて短い。 粘液質とは鼻汁をたらし、生まれっき嘆覚がない人。 斜視とは不潔

のためにあらゆる類いの眼病を患い、生まれつきやぶにらみの人4\

これらはすべて、地獄を経巡った人の特徴である 。 悪業が尽きるとヤマ神の領域で、あ

る地獄から解放されるが、結局、中間の世界47 に落とされるだけである 。

だからこそ、悪に関わる思念は一切捨て去らねばならない。 なぜならそれが（この世

の）人生の苦をもたらすからである 。 ヤマ神による罰に苦しめられるからである 。

さらに、邪悪な心に流される人が従うべき教えはこ う である 。 同等の人々に危害を加

えたり、ましてや師匠に害を与えるなど、してはならぬことである 。 たとえ神であって

も、その心が邪悪であったり、怠惰でヨーガをおろそかにしていれば、悪（業）となる 。

13-14. 

「神々の地獄は人間である 。 人間の地獄は家畜である。家畜の地獄は野獣である 。 野

獣の地獄は鳥である 。 鳥の地獄は撒である 。 撒の地獄は蛇である 。 蛇の地獄は毒虫であ

る。毒虫の地獄は …48」

解説：心が邪悪なものにおされるようなことになれば、それは漂泊の生49 と呼ばれる 。

あたかも魚が水の力におされて 生来的に水下に棲息し、果報として天界に至ることは

困難で、人間界に再生することも難しく、明らかに（生まれ変わって）上昇していくこ

とはあり得ないように。

邪悪な神は人間に生まれる 。 心が邪悪な人間は家畜になる 。 心が邪悪な家畜は（より）

下等な動物、山犬や猪になる。下等な動物が同類の生物に対して凶暴であったりすれば、
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野獣になる 。 心が邪悪な野獣は鳥や魚になる 。 どちらも卵から生まれるものだからであ

る。

鳥や魚、が同類に対して邪悪な心をもつならば、蛇になる。蛇が揮猛な殺し屋、きわめ

て残忍な性質であれば、最強の凶暴者に生まれ変わる 。 そして同類を食い殺すようなこ

とがあれば、毒をもっ生物となる。毒をもっ生物が同類を殺すようなことがあれば、カー

ラク ータ毒 so として生まれる。これは最底辺に生まれるということである。そこに転生

してはいけないと教えられるところである 。 地獄の釜の底51 と呼ばれている 。

しかしながら、その（毒の）唯一の使い途は、戦いの最中に身を守ることである。存

在理由は、兵士らにのみあり、他方、バラモンや、シワ教と仏教の僧官 52、学識を駆使

するすべての人々にとって、それは近づくのも、ましてや触ることなど、ふさわしくな

い。 たとえ興味本位に目をやることすら不適切である 。 というのも、地獄の釜の底と称

するものを待ち望むことになるからである。

このように聖典は説き示す。 それ以上のことは気に留めることはない。

15. 

「不殺生、党行、清浄、少食、不倫盗。この五つは、ルドラ神によって明かされた制

戒である 。 」 53

解説：バラモン、シヴァ教と仏教の僧官は常に抑制をもって行動するようにしなけれ

ばならない。 不殺生とは、殺してはならないということである。 ひたすら苦行と誓戒54

を守らなければならない。

党行者の苦行は先に説いた通りである。（党行者には）三種ある 。 自党行者、斑党行者、

黒党行者である 5＼自発行者は自分の妻や子に対してきついことを言う 56 ことができる 。

（それは）妻子の心が間違った方に行かないようにである 。 なぜならば、子供や女性に

は声をきっくしないと、気持ちがふらついてしまうからである 。 （心が）真っ直ぐな女

性は（一人も）いない。 （女性の）心はねじれている 。 だから（男は）（怒りで）眼を赤

くし、声も（きつくするが）、それは、彼女らの心を真っ直ぐにし、誠実にしてやるた

めである 。 これが家住まいの者の生き方である。行為を伴わない真剣さは禁物である 。

しかし、他人に対して（きつ く言うの）はしてはならない。たとえ師匠が正しいと認め

ても、（相手に）屈服することになる。ましてや師匠が正しいと認めない場合は言うま

でもない。 きっさと抗うのはさらによくないことである。（発行については）このよう

なことである 。

清浄とは、毎朝休浴し身体をきれいにすることである 。 太陽神への礼拝をし、諸神に

供物を捧げ、経文を唱え、火をたく灯。

少食とは、食事が軽いことである 。 世間で不浄とされるものは一切口にしない。 しか

し、もし清浄の制戒を守る者が不浄とされているものを食べるようなことがあれば、そ
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のひとは、バラモンとも、シワ教徒とも、仏教徒とも呼ばれず、卑しい奴と呼ばれるよ

うになる 。 それは罪人であり、畢寛、地獄に堕ちるのは必定である 580 

不倫盗とは、他人の栽培する植物を盗まないことである 59。 他人の財産を盗まないこ

とである 。 他人に悪意を持たないことである 。 動物に対してもそうしてはならない。 他

の人々に悪人だと思われている人であっても、心の中ですら怖がってはいけない。 常に

清浄であるよう 心していなければならない。

これらが制戒60 と呼ばれる 。 いにしえの学匠が語られたことである。（もともとは）

ルドラ神の教えが聖典に残されたものである。聖典シワ派61 の誓いを守る者らへの果報

は実に大きい。

16. 

「本務を旨とし、慢心と怒りを制御し、学識豊かで、他人に苦を与えず、自らの妻に

満足し、他人の女を避ける人、その人にはこの世で畏れるものは何もない。 」 62

解説：苦行者や聖典シワ派の僧官の行いはこうあるべきである。 本務に努めよ 63。 高

潔で確固とした心持ちであれ。 慢心すべからず。 騎る心に克たねばならない。 他人と争つ

てはならない。 それは怒りと呼ばれる 。 学識に欠けるところがあってはならない。 全て

の経論に精通していなければならない。 あらゆる聖典に対する問い、認識根拠、詩節に

よる教え、この世の善悪に関する（知識に）難があってはいけない。 同類の者に怒りを

向けではならない。 優しい言葉をかけるべきである 。 自 ら の妻に満足すべきである 。 自

らの妻とは自分自身の妻のことである 。 これにより、四人の妻を持てることになる 6\

他人の女を避けるとは、他人の女に思いを抱いてはな ら ないということである 。 こうで

あれば、この世に怖いものはない。 他人に苦痛を与え られようとも、その責任をとらせ

るのは不適切である 。 心の痛みを感じないようにするのが上、痛みを心の中で語るのが

中、感じた痛みが口から出るのが下である 。 も し邪悪な者と同等になれば、その人は下

の下である 。 このように聖典は説き示す。

17. 

「賢者は、長きにわたり、他者にあるいは自分に向かつ てくる破滅の危機がますます

増えてもそれを見過ごし無視する 。 そうでない者はそれへの報復をおこなう 。 」 65

解説： 賢者というのは、学匠のことであるへそのような方は自分に苦痛を与える悪

人と抗ってはな ら ない。 たとえ彼 らが（自分を）殺そ う と思、っ ていても、その悪に対抗

などしてはならない。 ただ自らの痛みを（内に）秘めるべきである 。 苦悩や劫末の到来

を教えで説きながらも 。 命の消滅の時はやがてやって来る 。 それ（賢者の行為）が来世

への階梯となるだろう 。 シワ神の世界に昇る道となるだろう 。 だからこそ、常々の正し

い行いを確固たるものにしなければならない。修行者の苦行と誓戒も（しっかりおこな
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うべき）である。これが、破滅の危機67 （に対する賢者のふるまい）ということである。

無視するというのは（こういうことである）。自分に危害を加えたり、殺そうとさえ

する悪人がいるとする。その者は必ずや、自分に対する（殺傷）行為により災厄を被る

ことになる 。 それは相手から返ってきたもので、 報いと呼ばれる 。 痛みや不幸は（与え

た）本人に戻ってくるものである。危害を加えた者への天罰 68 である 。

（悪人の行為を無視できる）人には、兵も財も戦車も備わる。これはまさに苦行と誓

戒の威力である 。 そのような方に苦痛を与えようとする悪人は必ず、大きな罪を背負う。

賢者はかくふるまうべきである。

18. 

「大地の守護者として、権力も財力も戦車も兵士も具備し、大勢の大臣を従える王も、

戦場で敵に凌駕され、自信を失えば、芯の強さも渡る力も勇敢さもなくし、人民の非難

をうけて生きることになる 。 死んで生まれ変わるたびに、種なしの男となるだろう。」 69

解説：さて王とは、大地の守護者、権力と財力と兵力をもって大地を守る 。 王に付き

従う大臣の数は計り知れない。 （しかし）戦地に赴き敵と戦い、自分の体に襲いかかる

敵の武器の一撃を怖れて、ほうほうの体で逃走するや、王の自信は崩れ、（その後は）

生きていても比べようのない境遇になるだろう 。 あらゆる人々の非難を受けることは必

至で、他方、不屈な心、勇敢さ、剛毅さ 70 は消え失せたと（人々に）言われる。そして

死神が彼の命をしかと捕らえる 。 （次に）生まれるときは性的不能な男か、男のような

女 71 になる。このように、戦場で逃げ帰るということは、王族の生き方としては本務に

惇る 。 しではならないことである 。 同様に修行者が苦行や誓戒をやめてしまうようなこ

とがあれば、敵を怖がる王の罪と同じである 。 賢き王の規範と同様である 。

19. 

「戦いの中では獅子のごとく、女たちの中では言葉優しく、聖者の中では真理を弁え

る者、彼は都でも有能な働きぶりをする 。 」 72

解説 ： 人間のなすべき行いは（次のようである） 。 戦いの最中であれば獅子のように

勇猛な姿となり、敵への怖れなどない。 女性の群れの中にあれば、優しい言葉を掛ける

べきである 。 聖者の群れの中にあれば、知恵深く真理を語るべきである 。 このような人

がいれば、その人が都を足下に置くのがふさわしい九 王族や大臣の規範はこのようで

ある 。

20. 

「経論に通じ、家柄に恵まれ、真理と教義に専心し、不偏不党、学識がある人は、裁

判官と呼ばれる 。 」 74
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解説：（真実を）知りたいと思う人々が裁判官 75 と呼ぶにふさわしいとするのは（次

のようである）。経論に通じるとは、あらゆる聖典や論書について知らないことがない

ことである。家柄に恵まれるとは、高貴な生まれということである。真理と教義に専心

するとは、聖なる教えの真理が説くことに傾注するということである。心性として、ほ

かの誰かの肩を持つということはない。親戚であれ、兄弟であれ、父母であれ。悪意を

もった我が子に対しても、員買をすることはしない。そのようなことが不偏不党 76 と言

われる。そういう人は裁判官と呼ばれる。（人を正しく）裁くことができると、賢者は

語る。これが僧官の規範である、と経論を知る賢者は語る。

21. 

「酒、知識、富、これらは耽溺の因である。心が（それらに）溺れない人は、（大）人

物とみなされる。」 77

解説：人を耽溺させる原因は三つある。それは何かというと（こうである）。酒とは

ヤシ酒である 780 知識とは聖教の学識である。富とは金銀の富である。これらは（人の）

心に陶酔を生ぜしめる原因である。しかるに、ヤシ酒にも、教義に通じることにも、金

銀の富にも浸り込むことがないような人は、秀でた人79 と呼ばれる。このような人は人

民に好かれるのは明らかである。このように聖典は説き示す。

22. 

「冗談、命を守るための言葉、財を守るための言葉、女性に向けられる言葉、そして

結婚の際の言葉、これら五種の言葉は、偽りであっても罪とはならない。」 80

解説：虚言であっても罪をもたらすことがない（言葉）が五つある。それは何かを教

えよう。人を楽しくさせる冗談、命の防御（のために財産の保護（のため）、妻子を守

る 8 1 （ためにそして結婚の時である。このような時には嘘も許される 8\

23. 

「川、蔦、女の進む道は曲がっている。もし女が誠実だとしたら、蓮の花が岩に咲く

だろう。」

解説：この世でまっすぐ進まないものは三つ。すなわち、川と蔦と女である。この三

つは曲がって進む。もし女の心が誠実ならば、蓮が岩の上に生えるだろう 83。要するに

岩に生えるような蓮はないということである。このように聖典は説き示す。

24. 

「美貌と若さを備え、高貴な家柄に生まれでも、知識が足りなければ、その人は輝か

ない。あたかも（美しいが）香りのないキンシュカ花のように。」 84
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解説：きわめて美しい容姿に満たされ、年齢も若く、高貴な出自により（ しかるべき

地位が）認められる人がいる 。 しかしすべての経論に通じていない、つまり聖典や、音

声と文法全般に関する知識に欠けるならば、そのような人は公衆の中で際立たない。何

になぞらえられるかと言えば パラ ーシャの花 85 のようである 。 見た目には遠くからで

も輝いているが、嘆いでも香りがしない。それと同じである 。

25. 

「健康によい蜜は、毒花から生まれる 。 牛乳は水牛の血と肉からっくりだされる 。 芳

しい蓮華も泥から生じる 。人間の徳の高さについて、生まれは判断の根拠とはならない。 」

解説：とても体によくておいしい蜜があるが、それはイラクサの花 86 からつくられる。

それでもそれはとても清澄である 。 同じく牛乳も、水牛の血と肉からつくられるが、そ

れでも清澄で、きわめて健康によい。 蓮も同様である 。 泥から生じるが、それでも清澄

で、きわめて香りがよい。 傑出した徳をもっ人も同様である 。 出自でその徳を測ること

はできない。 このように論書は説き示す。

26. 

「不死の霊薬は毒からさえも得られる 。黄金は糞便から、高尚な学識は下賎なものから、

珠玉の女は低い家柄からでも得られる 。 」 87

解説：不死の霊薬は、毒から生まれたものであっても、手に入れる価値がある 。 黄金

は、不潔で不純な物や排池物から生じたものであっても、手に入れる価値がある。聖典

の教えは下賎な人から伝えられるとしても、受ける価値がある 。 同様に、玉のような

女 88 は、どんな出自であれ、手に入れる価値がある 。

27. 

「ヴァイシャ階級の者の務めは、畑を耕し、牛を飼い、穀物の保管に精を出し、商売

に携わり、家をもつことである 。 ヴァイシャに生まれた者は田畑を守る者である 。 」 89

解説 ： ヴァイシャの者がなすべきことは（次のとおりである） 。 田で働き、牛を世話し、

米を管理し、鋤を常に手にする 。 住まいのある場所は農地である 。 田畑を守るとは、水

田を守るということである 90。 これがヴァイシャの者への教えで、ある 。 このように論書

は説き示す。

28. 

「 シュ ー ドラ階級の者は、…・・・・、道具を作り、商いをし、ものの売り買いをする 。 商

人の仕事をする 。 」 91

解説 ： シュ ー ドラの者がなすべきことは（次のとおりである） 。 舟で旅して貿易を
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しの、ものの売り買いをする。財を増やすのが目的である。商人の仕事である。これが

シュードラ の者への教えである。このように論書は説き示す。

29. 

「石灰作り、酒搾り、藍染、洗濯、瓶作り、殺人、金細工、赤染。これらが八種のチャ

ンダーラである。」 93

解説：世間で八種の下等の職94 と呼ばれているのは次のとおりである。石灰作りとは、

石灰を作る。酒搾りとは、ヤシ酒を作る。藍染とは、藍の染物を作る。瓶作りとは、瓶

を作る。殺人とは、殺しをする。金細工とは、腕利きの金職人である。洗濯とは、衣服

をたたいて洗う人。赤染とは、糸を赤く染める人。これらが八種の下等の職である。こ

のように論書は説き示す。

30. 

「 自分の職務を離れ、他者の営為に寄生し、再生族を軽んじる者は、シュードラとし

て接するべきである。」 95

解説 ： 家を捨て、累代の祖先の職を放棄し、他の（階級の）人のいろいろな仕事をお

こなって糧を得る者がいるが、それは寄生しているということになる。同様に、たとえ

バラモンであれ、行者であれ、シワ教や仏教の僧侶であれ、家を捨て、家代々の職を放

棄し、そこに属さないのであれば、そのような者は八種の下等の職に入れられ96、親縁

も絶たれる。なぜならすべきことが間違っているからである。要するに、生まれや家柄

が清浄な者は、言葉遣いやなすべき行動を誤ってはならない。

王族も大臣らもまた、それぞれ筋の通った生き方をすべきである。彼らは世間では高

貴な生まれであるが、も し道を踏み外せば、チャンダーラと呼ばれ、高貴な生まれを断

絶することになる。こうした生き方は禁じられており、神の罰が下る。たとえばある人

が一般人に仕えて、パテイ、デムン、 トゥムングン、ランガといった高位の公職97 や、

土地や布を贈与されても、その厚意を受けた側が、贈り主に謝意を示さず、恩知らずな

ことをすれば、贈り主には怒りが生じるが、受け取った側には怒られる憶えはない（と

いうことになってしまう）。

このように、神のなされることはよき家柄、人間の勇敢さの徳に思寵を与える最高の

主である。お恵みに思義を感じることがないようなら、来世で必ず畜生、最低の生類に

生まれることになる 980 神がそのような人間に対してお怒りになる（からである）。こ

れは禁戒であると 聖なる教えは説き示す。
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＜訳注＞

1. Pigeaud 1968, p.71; Sharada Rani 1957, p.5. Sarasamuccaya(SS）には Raghu Vira の校訂および

訳注研究（1962 ） がある。

2. これら四写本の系統 として 、 Sharada Rani (1957, p.6）は、第24詩節までの古ジヤワ語解説

部分が異なる箇所、およびサンスク リ ッ ト 韻文 と古ジャワ語解説いずれも異なる箇所からす

る と 、 2 つの系統（A/BCD）に分けられる とする 。 Pigeaud の写本カタログ（1968, p.71) 

には、同じライデン大学所蔵本（LOr 5047 ） のほか、パリ ・ シンガラジャの Gedung Kirtya （略

称 Krt）所蔵の二写本を収録している。これらについては、校訂本で読解が困難な箇所を中

心に今後の校合が待たれる。

3. 例えば Sternbach が既に 1963 年の論文でこう述べている：＂... the excellent annotations given 

by Sharada Rani are very helpful: not much can be added to the work already done by her." (p.126). 

4. Sternbach 1963; 1966; 1974; 1974-2007; 1979. 

5. SS 136 は sarvag加a と dharma と が複数の処格でなく属格になっているこ と以外は同一

(Raghu Vira 1962, p. 111 ）。ただ し現行 Mahabharata (Mbh）には類例が見つからない。

6. kalinanya： 「意味は」 「言わんとする ところは」（”What is meant here is ...”," It means that... ”) 

という意味合いで、以下でも同じようにサンスクリットの引用に続いて、古ジャワ語による

パラフレーズの冒頭に用い られる表現。

7. ここでは釦kla－，臼bala-, lq宇l).a－の三種の brahmacarin に言及する。サンスクリットでは本来、

brahmacarin とは禁欲を守りヴェーダの学習に専念する学生期にある上位三階級の男子を指

すものだが、この古ジャワ語解説では、生涯を通じての女性との接触や婚姻経験を基準に三

部類しておりユニークである。サンスクリットのテキストには典拠を見いだすことができな

い。 Gonda ( 1952, pp. 276 277）は grhasthaー をも挙げて古ジャワには四種の br油macarin があ

るとし、 こ の Slokantara で は、 grhasthaー が lq明aーと Sabala－に含まれる形 とな っている、と

解している。

古ジャワ文献で同類の表現を探す と、 Gonda (1952, p.276）が指摘するように λdiparwa で

Jaratkaru について描写する中で suklabrahmacari とい う表現が用いられている。ただ し Gonda

の指摘の箇所には単語のみで文脈が提示されていないので、 λdiparwa に直接あたっ てみ る

とテキストは次の通り（Phalgunadi 1990, p.52) 

(Jaratk加） mahyun lupten sarwajanmabandhana, tatan pastrI, ya suklabrahmacharI. （一切の生の繋

縛からの解脱を望み、女と交わらない、自党行者である 。）ここでは、党行の分類にはふれ

ないが、 suklabrahmacarin の意味と しては本テキストと一致している 。

なお、 サ ンスク リ ッ トにおける brahmacarin の分類を調べる と、 nai~thika と upakurv初a の

二種に分類する説明が、 Mitak~ara (Y司自avalkya 法典の注釈）で言及されている（Kane vol. 

III, p.764） 。 他方、 Vaikhanasadharmaprasna と いう倫理法典テキス ト（3.1）で brahmacarin は

四種としており（Kane vol.I, p.258）、そ のテ キスト（Sastri 1913）を繕 く と次の通りである．

br油macaril).as 印刷rvidha]:i -gayatro brahmal).a]:i pr勾apatyo nai写thika iti. これに続いて、 gayatra ほ

か 4 つについて説明をしているが、いずれにしても、これら二種ないしは四種の分類は、上

述の古ジャワ解説が引く 三分類とは相容れない。

8. SS136 では、党行への言及は一切なく、人間＝バラモン、熱＝太陽、体（の構成要素） ＝頭、

徳目＝真実が優越、最高（！とwih,wi託手a）、と単純にサンスクリット原文を古ジャワ語に訳す

だけで、ある （RaghuVira 1962, p. 111 ）。

9. 表現はかなり異なるが同類のサンス クリッ ト 金言が SS 189 にある： ayan匂u yad dattaip 
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宇a9-as1timukhe刊 ca I candrasiiryoparage ca vi早uve ca tadak号ayam ／／.サンスクリット法典類で物の

贈答・布施に適した時期に言及している内容については、 Kane (vo. II, pt. 2), pp.851 854 参照。

10. サンスクリット韻文では単に tithi と表現しているところを、古ジャワ語解説では

piil1).ama （満月）と tilem （新月）という的確な解釈を示していることが注目される。

11. 解説では褒美をもたらす主体を de bhatara と明示している。

12. サンスクリット韻文で graha9a とするのを、解説では candragraha9a と siiryagraha9a とで

受けている。

13. Sharada Rani は kanyagata に関して”when the moon stands in the Virgo ...”と、月が乙女座に

あるときと訳しているが、ここで言及される布施が祖霊祭を念頭においていて Bhadrapada

月の新月の日 Mahalaya Amavasya を意識しているとすれば、太陽が乙女座にあると解釈する

ほうが妥当だろう。例えば、 Visuvalingam 1989, p. 187 :“… the most potent Mahalaya Sraddha 

is performed for the departed ancestors (pi町）， particularly when the Sun is in Kanya (Virgo)” 

14. いくつかの法典類に、言い回しは異なるがほぼ同じ内容の詩句がある。

Cf. Manusm1ii 7.85: samam abrahma9e danarp. dvigu9ai11 brahma9abruve I pradhlte 臼tasahasram

anantai-ｵ vedaparage //; Gautamadharmasastra 5.20: samadvigllt)asahasranantyani phal如y/

abrahma9abr滋una早asro仕iyavedaparagebhyal).//. 

マヌ法典では、非バラモン等倍、名ばかりのバラモン 2 倍、学識バラモン 10万倍、ヴ、ェー

ダ通無限倍とし、ガウタマ法典では、非ノfラモン等倍、バラモン 2倍、学識者千倍、ヴ、ェー

ダ通無限倍としている。いずれにおいても、非ノてラモンが等倍、ヴェーダ通が無限倍という

点は共通している。

15. 解説では、韻文中の abrahma9a を samanyajanma （百fcommon birth”）という語で示し、さら

に、～でないという表現を重ねて説明する。一見したところ、韻文冒頭の samam abrahma9e 

の解釈を誤って samanyajanma という古ジャワ訳につながったとも推察されるが、ただ

し、等倍（sama）の解釈は ikan 同ngal mulih 加白gal de bhatara と正しくノ号ラフレーズしている。

Sharada Rani が指摘するように、原著者のサンスクリット解釈は的確で、あったが、写本伝承

過程で現在 samany勾anma とされている箇所になんらかの変容が生じたものとみられる。

16. サンスクリット韻文中の vedaparaga は、注 14でも示した通り、複数の法典類でも共

通する表現である。解説では、いったんそのままの語を用いたのち、”wruh rin wedasastra 

paripiirt)a”と古ジャワ語で言い換えている。

17. 表現は異なるが、贈り物をする適切な場所・時・相手・量・態度の価値について、 SS 187 

が言及する： desakalagamak~etradravyadatµnanogllt)al).I sukｵasyapi danasya phalatisayahetaval). //. 

18. inupadita はここでは辞書（Zoetmulder 1982、以後 OJED）が掲げる＂（pf) to care for, look 

after，仕eat well?”という解釈が文脈に合うが、この語が本来 Sanskrit の upadhi からの派生語

だとすれば、ここでの語形も意味もかなり変則的ともいえる。 OJED が”Could it be from S畑

utpadita, produced, effected; generated, born？）と付記するのはもっともである。

19. サンスクリット法典類で言及される無益な布施については、 Kane (vol.II, pt.2), p.887 参照。

20. テキストでは buddhiro悼としているが、 buddhi f0$a と区切り、後分が前分にかかる古ジャ

ワ的熟語（”怒りの心”、ここでは buddhi は ambek ほどの意味か）としておく。

21. まず ro刊と表現した感情を、 g己l拍， amankel, serenen,a紅白， asenit, agalak と多様な表現を駆

便して言い重ねているのが特徴的である。

22. テキストは dana-bhagna とハイフンで結んでいるが、注20 の例と同様、区切ったほうが

古ジャワ語的に適切である。 OJED の引用例（bhagna の項）もそのようにしている。
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23. apuy sakukunati: OJED の解釈＂fire as small as a fire-fly”に従う 。

24. テキストは buddhikrodha で、先述の ro号a を krodha と 言い換えている。注20及び22 の指

摘同様、 buddhikrodha と区切る 。

25. 上で述べてきた「怒り」をあらわす語嚢ではなく、悪意全般に通じる hala をここで用い

ていることに注目。

26. 本テキストでは kupa < saras < y勾伽 ＜ pu回＜ satya という順で、それぞれ百倍優れるとし

ているが、サンスクリットの文献では Mbh に、用語が一部異なるものの、瓶 ・池 ・ 供犠・

息子 ・誠実という序列で同一内容の金言が含まれている。 C王 Mbh 1.69.21: vararp kupa品atad 

、

vapT vara1p. V亙pTsatat kra刷]:i I vara1p. kratusatat putr satya1p. pu仕asat孟d varam //. 古ジヤワ文献で

は NTti品stra (NS）に古ジヤワ語韻文で、の類例がある。 C王 NS 9.4: yasa kirti karmakena denta tan 

elem-elemeka sTghran如 I gawayen tikai'l talaga tun.gal ama~a magawe srnnur sa印s I magawe 'ki talaga 

sa刷S wilanikapaφpinra sakrama I mapa9eki labhanin ap凶ra sawiji g町amanta sadhana 札

27. 解説部分では、韻文中の satyam を古ジャワ語的に抽象名詞化した kasa匂，an と まず受け、

さらに bra.ta ｷ wacana ｷ ulaha に対して「不誠実であってはならない」（haywa tan satya）とい

う 表現で、パラフレーズしている。身口意の三業における satya とい うインド的な解釈を古

ジャワ語解説者が正しく踏襲していることが伺える 。

28. 注26で指摘した前句のパラレル箇所から 3 つ後（プーナ校訂版）に本句前半との相応

箇所がある。 Cf. Mbh 1.69.24: nasti satyat paro dhanno na satyad vidyate param Ina hi fivrataratp. 

ki1p. cid anｵad iha vidyate ／／.これよりもさらに本テキストの表現に近い詩句が法典類に見つか

る 。 C王 Naradasmrti 1.206: nasti satyat paro dharmo nanｵat pataka1p. param I sak!?idhanne vise~e1Ja 

satyam eva vadet tata]:i ／／.前半は完全に本テキストと一致する。

29. NS 6 . 3 は古ジャワ語韻文だが内容的には一致する： mr与a kita rin tiryak dasa ni war!?a papa 

linakonta k司ar in 勾i I sama-sama manu号eka 臼ta war号a la was l白 kapataka kita I guru linifiok-lifiok tan 

ana hinan nin tahun ananta-papa katemu //. 

サンスクリット法典類では、家畜 5 倍、牛 1 0倍、馬 100倍、人 1000倍と細かい。 C王

Manu 8.98 : pafica pasv anite hanti dasa ha11ti gavanite I 臼tam asvanrte hanti sahasraip. puru与a~ie

II. これは Baudhayanadharmasutra 1.10 .19 .12等でも同様。

30. テキストのサンスクリット韻文で papam とす るのを、解説では ma1idwadwa と いう動詞

で表現している。 OJED の＂to be dishonest (towaiｷds), to treat deceitfully”）をふま えて訳したが、

Sharada Rani はもっと踏み込んで ”…speaks a lie to ...”と英訳する 。 いずれにしても「正直で

ない」という意味がこの古ジャワ語動詞の基礎にあるが、これは、前注で示したサンスクリッ

ト 法典類がもっ a町ta と いう語に最も近い。とすれば、古ジャワ解説者は、その法典類が含

む形のサンスクリット原文にも通じていたことが推察される。

31. lin sail. hyan 句i としてなんらかの聖典伝承にもとづいた解説であることを示唆するが、具

体的に何を指すかは不明。

32. 前半部分は多くのサンスクリット文献に一致する詩句が含まれるのは Sharada Rani が

指摘する通りである。 一例を挙げれば、 Mbh 3 .2.45cd: anityaip. yauvana1p. rupa1p. j1vita1p. 

dravyasa1p.caya]:i. Mbh 12.317.14ab もこれと同一である 。 また後半部分については、 Haribhadra

による Sastravartasamuccaya (HSvs）という文献に同一表現をもっ詩句がある。C王 HSvs 1.1.12a: 

anityal). priyasaip.yoga. 古ジャワ文献では、 SS に前半が同一で後半は異なる詩句がある。 Cf.

SS 390: anitya1p. yauvanaip. rupa1p. j1vita1p. dravyasaficaya]:i I arogya1p. priyasa1p.vaso grddhyebyo na sa 

paT.19itaり II . C王 also NS 3.3: anitya tikanan hurip nwam i wayah kasugihan atilar ndatan sthiti I ika白
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surata sangameka kadi langen apuhara wiyoga tan lana I adharma 北lawan sudharma glll)a mii<;la wed,ｭ

wedi kasiiran uttama I sadardha hana nin sarira 同muw山 teka ni pati maniit ndatan hilan. 

33. サンスクリッ ト韻文の priyasaqiyoga という性的な意味合いをもっ表現を、古ジャワ語解

説では amanan atrii lawan labinya と 生活レベルでの言い回しで受けている。

34. analah-alaha は alah からの派生ではなく、 hala (”evil, h訂m”） の他動詞形（”to harm, damage, 

injure”）（ここでは tan を伴い否定命令）と解釈して おく。

35. Mahasubhii$itasaqigraha (MSS）にほぼ同 ーの詩句がある。 C王 MSS 2958: artha grhe 

nivartante smasane caiva bandhaval). I sulqtaqi du向aqi capi gacchantam anugacchati // (Sternbach 

1974）.これは Indische Spmche (IS) (Botlingk 1966）所収の金言 No.600 と同一である。古ジャ

ワ文献では、言い回しの異なる部分的類例が SS に ある。 C王 SS 38: a dhiimagr nirvantante 

Jiitayal). sal). bandhaval). I y巴na taiり sal). gantavyaqi tat karma sukrtaη1 切m 古ジヤワ語韻文では NS

3.2 が相応、している： sumd nikana白 artha rin grha hilannya tan ana winamwanya yan pejah I ikan 

mami<;lara swa-wandhu sumd iii. pamasaran umulih pa<;lanangis I yawe hala h句en manun印n angiri白

manuduhaken ulah teken t己kan I kalfaa nika rin dadi wwan i s吋en hurip anulaha dharma sadhana //. 

36. サンスクリット韻文の sma品na を－.ELそのまま 同じ語で受けたのち、古ジャワ語で意味

を説明している。

3 7. patanyan は tani（”being awake”）の派生形で、 OJED にしたがって＂time of staying awake” の

意味にとる。ここでは死者が出たときに生前の行為の善悪で死後の行き先が決まるのを通夜

の場でしかと看取り、あわせて、それに関する教えをしかるべき賢者から学ぶことの重要性

を説いていると見られる。

38. 前節の古ジャワ解説末尾で「師に教えを請うべき」と言及したことに関連付けた解説と

思われる。

39. サンスクリット韻文中のいくつかの語嚢は Monier」Williams (MW）のサンスクリット辞

典に載っていないが、後続の古ジャワ解説から類推してとりあえず訳しておく。いずれも往

時の因果応報の価値観を反映して病気や身体的な不具合を端的に表現したもので、後続の古

ジャワ解説で語嚢説明をしていることを前提とすれば、引用された韻文では、短くて強い意

味合いを持たせていたことが推察される。ここではそうした原意をそのまま訳したのであっ

て、それ以外の意図はないことをお断りしておきたい。

40. サンスクリット akamarasa は辞書に見当たらない熟語。これを古ジャワ語で kumm

（”impotent”）とする。

41. サンスクリット韻文で abala (”weak; a woman”）と vadhri （”castrated”）の二つで表現してい

るのを、解説では walawadi と いう一語で受けていることが注目される。この walawadi は本

テキス ト 第 18 節やシヴァ教綱要書 Wrhaspatitattwa (WrT) 33 でも用いられており、 OJED では

”a woman and yet not a woman”と 解釈している。

42. サンスクリット kilu は MW にない。これを古ジャワ語で welu （”suffering 企om a hernia or 

印p印re”）とする 。

43. サンスクリット angu は MW にない。これを古ジャワ語でjinken (”painfully sh百，

rheumatic”）と する。

44. サンスクリット rogakuk$i は病と腹をそのまま熟語につなげた違和感ある表現。 これを古

ジャワ語では salwir in wyadi weten （腹部内の病気全般）と明快に説明する。

45. サンスクリッ ト vigantika は MW に見当たらない。これを受ける古ジャワ語 san創・も OJED

では”useless, de能ctive？”と 意味が明確でない。
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46. サンスクリットで kunetra （「眼が悪い、眼病」）とするのを古ジャワ語で踏み込んで解説

している。ここまでの病気や障碍の列挙に関 して、 Sharada Rani は Kem によ る Ku吋arakan;a

のテキスト (1922, pp.62 63）に類例を見つけ、詳細な対照表を訳注に載せている（pp . 68-71 ）が、

Teeuw and Robson の版 (198 1 ） には対応箇所が見つからない。

4 7. madhyapada と いう表現を用いている。

48. 第 14詩節の末尾が vi平i阜両1 naramaral).e と なっており、解読不能。同一詩節内の言い回し

からすれば、本来、 vi号iQ.am narakam ～ という形が予想されるので、何らかの音節が欠落し

たのか、あるいは Sharada Rani も指摘するように、後の解説から類推すると、 naraka111 raQ.e 

という読みも不可能で、はないだろう 。

49. janma kelI という表現のうち、 kelI は ilI の受動態（”to cause to float in, set adrift＂）。

50. kalakiita-wi刊はサンスクリット文学によく知られる毒だが、古ジャワ作品でも RamayaQ.a

(8.52）、 Udyogaparwa (64.13 ）、 Wiratapaiwa (31.28）で取り上げられ、本テキストでも後に再び

言及される（第34節解説） 。

51. hitip nin kawah という表現は Bharatayuddha でも用いられている（27.7）。

52. bhu anga saiwa sogata と述べているが、ここで bhu・janga は OJED に従い”a religious o問cial

（伺1wa or boddha）”と 解釈する。

53. サンスクリット文献ではヨーガスート ラが不殺生 ・ 誠実 ・ 不倫盗 ・ 究行 ・ 無所有の五つ

を yama （制戒）としている。古ジヤワ文献では、 WrT が不殺生 ・ 党、行 ・ 誠実 ・ 離俗 ・ 不倫

盗の五つを yama として挙げる（第 60節）が、本テキストに含まれる清浄 ・少食は niyama （内

制）の五つに含まれるとする。サンスクリッ トおよび古ジャワの文献に列挙される yama お

よび niyama については、 安藤2008, pp.62-63 参照。

54. tapabrata を並列複合語と解しておく。

55. 三種の党行者については第 l 節の解説で言及されている。注7参照。

56. airncapana masanet と いう表現で、 masan et は OJED により”vehement, harsh，，と解する 。

57. C王 WrT 60: sauca naranya nitya m勾apa maradhina sarira. 本テキストは majapa は共通するも

のの、これより詳細で、あるし、用語自体が suddha I ねuca と 異なる。

58. C王 WrT60: aharalaghawa naranya ta abwat in pinanan . こちらも本テキストの方が解説に多く

の言葉をさいている。

59. astainya naranya tan afiolona tanem-taneman i白 parajana. 不倫盗の定義の中に他人の農作物

(tan邑m-taneman）を盗む（afiolon > colon）ことを挙げるのは、他のサンスクリットおよび古ジャ

ワの文献には見当たらない。

60. 古ジャワ解説ではサンスクリット韻文の yama を yamabrata と 言い換えている 。

61. ここで sa白 gum己go brata saiwasiddhanta と述べており、 Saiwasiddhanta の brata を信奉する

人々に言及していることが注目される。

62. C王 IS 5598: yo dharma釘lojitan1anaro$O vidyavinito na paropatap1 I svadaratu$tal). paradaravaηI na 

tasya loke bhayam asti ki111cit ／／.同じ句が Garudapural).a と VamanapuraQ.a にも見 られる。

63. 前節同様（注61) Saiwasiddhanta への言及が見られる。サンスクリット韻文で dharmasila

とあり、これは訳のとおり「dharma （本務）を 釘la （習慣的実践）とする（べし）」という

意味だが、古ジャワ語解説では、「dhatma を行うベし、釘la は rahayu で pageh であるべし」と、

別々にパラフレーズしているのが興味深い。

64. yeka hetu nira winenanakena rabi papat とあるが、他に類例を見ない説明であり、前後の文

脈からも四人の妻という主張の根拠や由来が不明。
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65. 冒頭が a cire1)a でなく acirel)a で始まり、ほかは完全に同一な金言が MSS に含まれる。

Cf. MSS 354: acirel)a parasya bhuyasiqi viparitゐ11 vigal)ayya catmanaJ:i I k~ayayuktim upek~ate lqi:I 

kurute tatpratikaram anyatha //. Kiratarjuniya 2.9 もこれと同一。

66. サンスクリット韻文中の lqi:I を sail pmJ9ita と解している。

67. k号ayayukti が古ジャワ語によるパラフレーズないまま用いられている。

68. dewadal)<;la は OJED には見出し語として登録され（”punishment by the gods”）本例のみを引

いている。 MW には載っていない。

69. このサンスクリット韻文にはパラレルが見つからない。 Sharada Rani も「意味がはっきり

しない」と注記するように、文法的に解決できなかったり、意味が通らなかったりする箇所

が散在する。ここでは、解説もふまえて仮に訳しておく。

70. サンスクリット韻文中の dh創rya ｷ virya ｷ parakrama を、それぞれ kadhiran ｷ kawiryan ・

ka品ktira と古ジャワ語的抽象名詞で受けている。ただし最後の kasuktira は語形が不確かで、

OJED も疑問付きで意味も提示しないまま登録している。意味からすると ka品ran という読

みが本来ではないかと推測される。

71. 王の敵前逃亡の報いを説くこのサンスクリット韻文で、 klIba 及び avandhyaqi gata をうけ

た解説と推定される。ただし韻文中で klibaqi という対格形は落ち着かないし、 a、randhyaqi

gata の先頭の否定辞を取って vandhyaqi gata （生殖不能になる）とした方が文脈に沿う

(vandhya は女性の生殖能力欠如を指すというので、厳密には王に対して用いるのは不適か

もしれないが）。古ジャワ語解説では klIba を k吋1 とし、もう一つを walawadi という古ジャ

ワ特有の語で表している。これら 2 語で生殖能力を失った男性を表現するのは第 11 節でも

同じ。注41 参照。

72. NS には古ジャワ韻文でほぼ同一の内容の金言が含まれている。 Cf. NS 1.4: ri白 janmadhika

meta citta resep in smwaprajanenaka I rin strimadhya manohara priya wuwusta白de manah kiln lulut 

I yan rin san pinmJ<;lita mucap tatopadesa prihen I yan rin madhya nikan musuh mucapaken waksura 

si祉1akrti 11. 

73. yogya panampaka nagara という表現、このうち panampaka は tampak の派生形、 OJED が示

す意味のうち”to have under one's feet or hands，，に準じて訳す。

74. IS 1830 に同類の金言が含まれている： kulasilagm)opeta]:i sarvadharmaparayal)al) I pravil)a]:i 

prek~adhyak~o dharmadhyak号Ovidhiyate //. 

75. ここでは dhyak早a という語を用いている。 OJED は adhyak$a と dhyak$a、 dyak刊を並記し

て”inspector, superintendent, supervisor, guardian; highest judical offical”という意味を挙げてい

る。解説後半では dharmadhyak与a もあらわれるし、 dhyak$a を動詞として用いてもいる。

76. 韻文中の apak$apata が言い換えなしに使われている。

77. 耽溺の因（madakaral)a）を三つ挙げるという表現は、サンスクリットには類例が見当た

らないが、古ジャワ文献では TK に類例がある。 TK に引用されるサンスクリット韻文は

断片的で転説が激しいが、辛うじて本テキストの詩句との共通点がみられ、さらに、それ

に続く古ジャワ語解説中には明らかに三つの要因に言及している。 C王 TK 40: sura Saraswafi 

Lak$mI itye仕amedasakara草創n I sahegam puru号ottama …／／…Saraswafi yan ri kaprajfian; r真ja Lak$mI 

yan in wirya, wibhawa, keswaryan. ya tika t己lu magawe were niki11 dadi yan mankana. 酒とサラスワ

ティとラクシュミーを挙げるのは本テキストのサンスクリット韻文と同一だが、 TK 刊本で

は後二者が大文字表記され、続く解説からすると、それぞれ知識と権威の神格として捉えら

れている。ともあれ、この三つが人を溺れさせる（下線強調部分）とはっきり述べている。
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78. サンスクリットの sura を twak （”palmwine ＂）で受ける、ジャワ的な解釈である。

79. サンスクリット韻文でも古ジャワ解説でも puru刊と表現している。ここでは意味を汲ん

で、解説的に訳している。

80. 罪にならない（apataka) 5 つの嘘については、 Mbh でも言及されている。 C王 Mbh

12.159.28: na narmayuktaq1 vacana[¥1 hinasti Ina stri刊 r勾an na vivahakale I na gurvarthe natmano 

jivita1the I pafica叫tany ahur apatakani ／／.冗談 ・ 女性向け・結婚時 ・ 師のため ・ 自分の命のた

めの五つを挙げており、師のため以外の項目は本テキス トと 一致する。 IS にも類例がある

(3321 ）が、第三句のみ pral)atyaye sarvadhanapahare と異なっており、自分の命のため、財

産のためを挙げている点では、言い回しは異なるが Mbh よりも本テキストに近い。法典類

が列挙する免責事項は、上述のテキストとは一部をのぞいて大きく異なる。 Cf. Manu 8.112: 

kaminI早u vivahe与u gavaf¥1 bhak~ye tathendhane I brahmal)abhyupapattau ca 臼pathe nasti patakam 

II. 一方、古ジャワのテキストには古ジャワ韻文ながら列挙する項目がほぼ一致する表現

がみられる。 C王NS 6.4: lima wilani1i. m符eka gawayen taman pam吐1areka papa wanunen I ri s吋en

anutsawathawa wiwahakala ri karak写a ni1i. wita juga I athawa muwaha karak明 ni hurip nananna 

masiwo-siwo mr$a kita I lyana saka rin limeka kawaken kawah kita tekap nin 泊walalita II. これらに

ついては Kane (vol.III), p.353 も 参照。
、

81. karak号an i白 anak r i としており、韻文中の s仕1$U という複数処格が表す意味合し亙からはず

れ、「～の保護」という一連の叙述に引きずられる解説となっているようだ。

82. 韻文で「（これら五つの） anita は pataka ではない」という言い方をしているところを、

古ジャワ解説では、 wenaii. lefiok i白 ma白kana （このような場合は嘘（不誠実）も許される）と

している。 patakaI apataka というインド法典の概念が欠落していることが注目される。

83. 女性が satya ではあり得ないとして、岩に咲く蓮を憶えに挙げるが、類例は見つかってい

ない。

84. IS 5795 は本テキストと完全に一致する。古ジャワ文献では、 NS にほぼ同じ内容の金言

が含まれる。 C王 NS 2.7: hemani sa1'1 mamukti dumadak tika tan ana gu明 I yowana riipawan kula 

wisala tika p吋a hana I de nika tanpa 品stra tan ateja wadana makucem I lwir sekar in samI murub 

aba白 tan ana wanin ika I I. 

85. サンスクリット韻文では ki[!1SU旬、古ジャワ解説では pala詞とするが、それぞれの辞典に

よれば（MW, OJED）これは同じ花（Butea 企ondosa）を指すと思われる。なお NS2.7 （注 84)

が言及する臼mI は Prosopis spiciger ないし Mimosa Suma とされ、別種である。ただし、色

鮮やかながら香りはしない点は喰えの通り。

86. 韻文中の vi与akusuma を解説でほmban in lalaten (lalaten"stinging-nettle”）と解釈している。

原文の「毒花」というよりは、イラクサは トゲで刺される危険が古ジャワ文献でも述べられ

る。例えば WrT 33: tin吋ukala ula lal at己Ii.. ここでは蹴と蛇と並べてイラクサにやられるとして

いる。なお蜜との関係に言及している他の例は見つかっていない。

87. IS に同類の金言がある。 Cf. IS 6228: vi詞d apy ainrtaf¥1 grahyaf¥1 balad api subha$itam I amitrad 

api sadvrttam ainedhyad api kaficanam II. Mn 2.239 はこれと同一。本テキストとは、毒ー霊薬、

排？世物ー金は一致し、下賎，智慧と子供一金言は近いが、あと一つは異なる。古ジャワ文

献では、伝承の状態は悪いが本テキストのサンスクリット韻文に最も近い表現をもっ句が

TK に含まれている 。 C王 TK 50: wi詞d a$y amrta grahya an1edya capi kaficanam I nicad apy 凶aina

vidya striratnam du$kulad api II. また NS には古ジャワ語韻文で内容が一致するものが含ま

れている。 Cf. NS 3.9: waramrta mawor lawan wi$a tan amrta tikan alap如 tekap nira I ikan kanaka 
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len puri手ya mapula白 kanakajuga kapeta kumbahen I gunottama waropadessa yadi tucca kahanan 1ra 

yogya yan prihen I adhasstha we加 niil wadhilttama surupa halepen ira sail mahar勾a//.

88. サンスクリット韻文でも解説の古ジャワ散文でも striratna と表現。

89. 法典でのヴァイシャ階級の生き方について、法典では例えば Manu はこう規定する。 Cf.

Manu 1.90: pa品narµ rak$al)arｵ danam ijyadhyayanam eva ca I val)ikpatharｵ kusidarｵ ca vaisyasya 

kr$im eva ca ／／.ここでは家畜の世話、布施、祭和、学習、商売、金貸し、耕作を挙げる。本

テキストではサンスクリット韻文では商売にも言及するが、古ジャワ解説では触れておらず、

全般的に農牧業に比重を置いた叙述になっている。

90. 韻文中の k$etrap孟la を解説で rumak$a il sawah と受けている。 sawah (”migated rice-field”）を

用いているところがジヤワ的解釈である。

91. Sharada Rani のテキストで、冒頭の banigranis は読解が不可能。解説 と合わせて読み

取れる部分を仮に訳しておく。シュードラの本務については、 Manu はこう規定する。

C王 Manul.91: ekam eva tu 何drasya prabhuり karma samadisat I et句忌m eva varl)anarｵ susrfi$am 

anasfiyaya ／／.つまり上位三階級への奉仕をシュードラの唯一の本務としているのだが、本テ

キストでは商売に重きがおかれている。これは古典インドの規定からすると、ヴァイシャの

本務がシュードラに移行したような印象をうける（注 89 参照）。

92. adagaii. alayar に関し、 adagail (”to trade”）は韻文中の kr可avikraya を受けているが、 alayar (”to 

sail (trade) by ship”）の方は韻文にはなく、ジャワ的に踏み込んだ説明。

93. チャンダーラのこのような規定は、サンスクリット原典には類例がない。シュードラ

とチャンダーラの区別、八つの職についてなど、 Sharada Rani の注記は詳細にわた って

いる（1957, pp.147 - 157 ） 。 Manu ではチャンダーラの出自をシュードラ男性とバラモン女

性との混血によるとする。 C王 Manu 10 . 12：品drad ayogaval:t k$a回 ca判剖国 cadhamo np:;am I 

vaisyarajanyaviprasu jayante va町asarµkaral:tι

94. a$tacal)<;lala は本節の文脈では、出自でなく職業についての差別的言及 となっているの

で、解説部分では OJED の解釈（”the eight categories of mean activities or occupations”）に

準じて韻文と訳し分けておく。古ジャワ文献では、 Korawasrama にもこの語の用例がある

(Swellengrebel 1936, p.204 参照）。

95. Sharada Rani は古ジャワ文献 Wratisasana(WrS）に引用される第 38詩節がほとんど一致す

ることを指摘する (1957, p.160）。ただし当人が後に校訂出版した刊本（1961）では 38 でなく

37 が当該の詩節である。 Cf. WrS 37: ye vyatital:t svakarmabhyal:t parakarmopajivinal:t I dvijatvam 

av句加anto vipr功組合avad acaran //. 他方、サンスクリット文献での類例は探し当てられな

かったようで、”Aprecise parallel to this stanza is not traceable”としている（1957, p.160）。この

問題に新たな示唆を与えたのがL Sternbach で、 Manu 本体にはいずれの校訂版にも含まれ

ていないものの、 Manu 8.102 に付属する一節として Mandlik 校訂版に括弧付きで載ってい

ることを明らかにした（1963,pp.126127）。そのテキストは次の通り（Mandlik 1992, p.934). 

gorak$akan v匂りikarµs tatha karuku釘lavan// pre$yan vardhu平ikarps caiva vipr如何dravad acaiｷet // [ye 

'py afit功 svadhar狂的hyab par叩ii)＜；！δp勾Ivinab I dvりatvam abhikarｵk$anti tarｵs ca 品dran ivacaret //]. 

つまり 8.102本体では、牛飼い・商人・職人・芸人・小間使い・金貸しとなっているバラモ

ン階級の者はシュードラと同じに扱うべしとし（渡瀬 2013, pp.260-261) 、それに本テキスト

とほぼ同じ節が付属するという形である。なお、 Manu の付節と本テキストの読みの相違に

関して、 abhikarµk$anti （待望する）と avajananti （見下す）の違いは気になるところである。

古ジャワの WrS における類例では本テキスト同様、後者を採用している点からすれば、古
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ジャワ世界では av勾簡の方で伝わっているよう である 。

96. kinon ira miluheli. a~tacal).9ala と解説しており、強制的 に a~taca吋ala （前節の訳および注

93-94参照）に編入されることを示 している。韻文にも解説にも、本節がどの階級に対する

戒めなのか言及はないが、前注95 で述べたように、 Manu 法典 と の連関からも、また、解説

後半でクシャ トリ アに対してのメッセージを付随的に取り上げているこ とからも、バラ モ ン

階級に向けた格言であると推定される。

97. patih demali. 加me白gw'l rali.ga とあるところを Sharada Rani は”…make him a minister or high 

of--fi.cial”と訳しているが、ここに列記 している職は、 Nagaralqiagama 10 . 1 が取り上げる 5 つ

の Majapahit の高職（sali. paiica ri wilwatikta） の中に含まれる。その 5 つの高職とは Mapatih ｷ 

Demuli. ｷ Kanumhan ・ Ranga ・ Tum柏gun で、これが職位順の表記だとすれば、本テキス ト 解

説とは最後の二つの順序が入れ違っているが、いずれにして も、それぞれがジャワ系王朝

における高位の役職であることをふまえて本テキストで言及されているこ とは確かである。

Pigeaud 1960, pp.8 1 -8 6、 Robson 1995, pp.31; 103、参照。

98. anugraha に対して tan re1:ia （忘思、サンスク リ ッ ト の 叩刊a と同義）な者は tiryak （畜生）

か sa抗wa adhama （最下等の生類）に生まれるとしており、サンスクリット由来の語を用い

て古典インド的な倫理観を展開しているが、解説後半では韻文の原意から大きく逸脱してい

るようで、ある。
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